
令和元年 5 月 27 日
厚生労働大臣 殿

所属研究機関長

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

いては以下のとおりです。

1.研究事業名  平成 3)年度厚生労働科学研究費補助金I新興―再興感染症及び予防接種政策推進研究

2.

事業)

研究課題名  小児における感染症対策に係る地域ネットワークの標準モデルを検証し全国に普及する

ための研究 ( H29‐新興行政‐一般‐002 )

研究者名  (所属部局・職名) 生体防御系内科部感染症科・診療部長

(氏名・フリガす) 官入 烈・ ミヤイ リ イサオ

3.

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒ トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝 了・治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■ □ ■

国立成育医療研究センター

国立感染症研究所
□

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入す ること

(指針の名称 :               ) □ □ □ □

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること.

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入することっ

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 缶
小

)■ (有の場合はその内容 :

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れることっ

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



所属研究機関長 職 名 院長    :

氏 名 __慶 部 誠■

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究にお :す る、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとお りです

厚生労働大臣
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、「審査済み」

1.研究事業名

2_研究課題名

3.研究者名

トワークの

めの研究 ( H29-新興行政―一般-002 )

(氏名・フリガナ)堀と 裕歩 ホリコシ ユウホ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチニックすること

その他 (特記事項 )

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 犠 1)

審査済み   審査 した機関

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 二   ■ E

遺伝子治療等臨床研究 :こ 関する指針
=   

■

ノ、を対象とする医学系研究に関する倫理指針 篠3) 彗   = ■ 国立成育医療研究センター

l‐i生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

三   日

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) =  
彗

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨末研究 :こ 関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること

=

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 重 (無の場合はその理由 :
)

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 右
］

■ 無
=1無

の場合li委託た機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 口 (無の場合はその理由 : )

当研究に係 るCOIに ついての指導・管理の有無 有 ■ (有の場合はその内容 :
)

・該当する日にチェックを入れること ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること

機関名 東京都立小児総合医療ゼジタ■

‘
■

1研究倫理教育の受講状況 「蔓



令和元年 5月  23日
厚生労働大臣
(難纂 轟 験 轟 解 饗 獅 帳 )殿
(                                   )

機関名  兵庫県立こども病院 11■

所属研究機関長 職 名  病院長   ・ 1・ 1‐ ‐1:11‐

氏 名  中尾 秀人    ■印

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1.研究事業名 厚生労働科学研究費傷 興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業

2.研究課題名 小児における感染症対策に係る地域ネットワークの標準モデルを検証し全国に普及するた

めの研究 ( H29-新興行政一一般→曖 )

3.研究者名 輌 属部局・織名) 兵ul‐県立こども病院 感染症内科部長

(氏墓 フヽリガす) 笠井 正志 _塑サイ マ主主

(※ 1)当該研究者 th・

夕し一部若しく1ま全部の審査が完了していない場合は、r未審査Jにチェックすること。

その他 (特記事項 )

ること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する論理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

t l ll l■ 1・ 瑾
=:117:F研

■11+:‐ :〔:織 菫名:| □   ■ □

遺伝子治療等議床研究に関する指針 二|  ロ 瞳 □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   L ■ 国立成育医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
L  ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) 口   ■ El □

.1議 晉■,実撮|す :Lii当 た 1`瑳守す |さ 綸理指
=||■

間十ろ綸〕■豪iⅢ審査ホ済 .1〔 いる場合it、
「害主済イ=J;■ チゴ,

轟1究論理教育′)■ |=1'1■ 受講 ■   未受講 □

6.利益相反の管理

■計究程 |=1■ おi:4,C O IJI管 理 :[:=■ ろ規trii t 有 薔 無 □ (無の場合はその理由:                  )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 口 (無の場合は委託先機関:                 )

当研究に係るCO重 についての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                  )

当研究に係るC01に ついての指導・管理の有無 有 □ 無 壼


